
今年度はコロナ禍のため、学校単独の運動会を９月２３日（金）（秋分の日）に行う予定です。 

 

 

 

 

 

  

８月２６日に２学期が始まり、はやいもので３週間が経ちました。途

中、台風１１号による臨時休校もありましたが、子供達は一丸となって

運動会に向け取り組んでいるところです。今月末は６年生の修学旅行も

待っています。体調に気を付け、一つ一つの価値ある学びを実現させて

いきたいと思います。保護者の皆様、地域の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 
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8月 21日（日）PTA奉仕作業を行いました。お忙 

しい中、たくさんの保護者の方にご参加いただきまし

た。(高学年を中心に一部児童も参加しました。) ま

た、今回もじいちゃんクラブの皆様が樹木の剪定など

をきめ細かにお手伝いしてくださいました。皆様、あ

りがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

8 月 30 日～9 月 5 日の間、たくさんの

保護者の方が子供たちの力作を見に来て

くださいました。ありがとうございまし

た！ 

 

 

９月９日以降、国のコロナ感染症対応が大きく変更され、その都度、文書やメールで周知させて

いただいています。 

特に、次の３点は大きな変更や留意点になります。 

・感染症陽性者の療養期間が１０日から７日へ変更 

・濃厚接触者の自宅待機期間は原則５日間のお願いだが、３日目から解除が可能であること 

（9月 9日付文書） 

・濃厚接触者に相当すると判断された場合は、保健所作成「濃厚接触者に相当する方へのお願

い」に沿った対応に留意すること（9月 9日メール配信、12日文書配付） 

配付（配信）日を書いていますので、各家庭で今一度確認をお願いします。 

また、以下についても引き続きよろしくお願いします。 

・風邪症状がある場合は登校せず、かかりつけ医を受診すること 

・同居家族に風邪症状がある場合、登校を控えること  

大変残念ですが、体操競技会 連合音楽会はコロナ禍により中止となりました。 
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講師に太田明夫さんを招いて、人権・同

和教育研修を行いました。太田さんは人

権に関する様々な活動を行っておられ、

実践や行動に基づいたお話を伺い、「当事

者意識」ではなく「私こそが当事者という

認識」が大切と教わりました。人権感覚を

高める貴重な研修となりました。 

２学期の始業式で６年生と５年生にこう話しました。 

「９月の終わりには校内運動会が待っています。６年生と５年生のパワーやエネルギー、個性やア

イデアを総動員し、今年の、あなた達にしかできない運動会を、力を合わせ創り上げてください。ポ

イントは『あなた達にしかできない』です。コロナの影響もあり全てが昨年度と同じではありませ

ん。だからこそ、工夫し、個性を発揮するチャンスです。期待しています。」と。 

去年は、まだ声を出してコールをする応援が可能でした。しかし、今年の方が状況は厳しく、声を

出す応援ではなく「ダンスや小道具を工夫した応援」に変更をしました。高学年の子供達にとっては

「前例」のない応援スタイルです、、、だからこそ、「あなた達にしかできない運動会を創ってほしい。」

とお願いをしたのです。今、６年生を中心に、全校が燃えています！ 


